
労働力確保支援に係る各種施策 

 

支援メニューの概要及び問合先 

求人申込 求人申込をして、ハローワークの紹介を

待つ。 

ハローワーク発行の求人情報誌に掲載さ

れるほか、ハローワークインターネット

サービスで求職者の求人検索が可能とな

るため、直接応募者もあり。 

求人者マイページを開設すると、画像情

報を登録したり、求職者を検索して求職

者にメッセージの送信ができる。 

ハローワーク松本 

求人担当 

部門コード 31＃ 

求人条件の

設定支援 

求人申込時または求人申込後に、応募者

が出やすくなるような求人条件の見直し

等の提案を実施。 

ハローワーク松本 

求人担当 

部門コード 31＃ 

（大型） 

面接会 

多くの事業所と多くの求職者が一堂に会

して開催する大規模面接会。年２回程度

開催。事業所は約５０～８０社、求職者

は８０～１５０人程度が参加。 

ハローワーク松本 

企画部門 

部門コード 43＃ 

チャレンジ

面接会 

５事業所程度の参加により開催する小規

模面接会。毎月１回程度開催（開催地：

松本市・塩尻市・安曇野市のいずれか）。

１回あたりの参加求職者は３０～５０人

程度。冒頭で、会社による事業所説明・

求人説明のプレゼン時間を設けているた

め、関心がなかった求職者を呼び込むこ

とが可能。 

ハローワーク松本 

求人担当 

部門コード 31＃ 

職場見学会

（ツアー型

面接会） 

個別事業所に求職者が集合し、会社見学

（職場見学）を行うもの。見学後、興味

を持った求職者は当日または後日、ハロ

ーワークの紹介により応募する。 

仕事内容や職場の雰囲気を把握すること

により、早期離職防止に資するもの。 

ハローワーク松本 

求人担当 

部門コード 31＃ 

雇用管理改

善 

離職防止や生産性向上のため、雇用管理

に係る各種助言を実施。 

ハローワーク松本 

雇用指導官 

部門コード 31＃ 

職場定着支

援 

ハローワークの紹介により採用した者に

ついて、困りごとがある場合に、事業所

に出向いて助言等を実施。 

ハローワーク松本 

紹介担当者 

部門コード 41＃ 

個別事案の

相談 

個別事案について、困りごとがある場合

に助言等を実施。 

ハローワーク松本 

対応者は内容によ

る 



キャリアア

ップ助成金 

非正規労働者を正社員化した場合等に助

成金を支給。 

長野労働局 

職業対策課 

℡026-226-0866 

人材開発支

援助成金 

労働者に職業訓練を実施した場合に、訓

練経費及びＯＦＦ－ＪＴ訓練時間中の賃

金を補助。 

長野労働局 

訓練課 

℡026-226-0862 

業務改善助

成金 

最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性

向上に資する設備投資等を行った場合

に、設備投資にかかった費用の一部を助

成。 

長野労働局 

雇用・環境均等室 

℡026-223-0560 

在 職 者 訓

練・生産性向

上支援訓練 

リスキリングや生産性向上に必要な知識

等が習得できる各種講座を実施。 

     

在職者訓練     生産性向上支援訓練 

ポリテクセンター

松本 訓練課 

℡0263-58-3392 

在職者訓練 

（スキルア

ップ講座） 

製造業における専門知識・技術の習得や、

レベルアップを促す技能検定（国家資格）

対策など、幅広く人材育成を支援する各

種講座を実施。 

       在職者訓練 長野県松本技術専

門校 

℡0263-58-3158 

障がい者訓

練 

求職中の障がい者を対象にした職業訓練

を民間企業等に委託して実施。訓練受入

れによって、障がい者雇用に対する不安

解消や採用後の定着率向上につながるな

ど、受入企業等にとってもメリットあり。 

       障がい者訓練 

職業訓練計

画の作成支

援 

自社で職業訓練を実施する際に必要とな

る訓練計画の作成を支援。 

ポリテクセンター

松本 訓練課 

℡0263-58-3392 

雇用管理改

善等コンサ

ルタントの

活用 

雇用管理の専門家が事業所を訪問し、助

言を実施。 

ハローワーク松本 

雇用指導官 

部門コード 31＃ 

https://www3.jeed.go.jp/matsumoto/poly/zaishoku/index.html
https://www3.jeed.go.jp/matsumoto/poly/seisansei-training.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsugisen/koza/zaishokusha.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsugisen/koza/r509syougaiminkatsu.html


専門家の無

料相談 

厚生労働省の委託事業。 

専門家（社会保険労務士）が事業所を訪

問し、働き方改革に係る各種相談を実施。 

長野働き方改革推

進支援センター 

℡0120-088-703 

ハローワーク松本の電話番号：0263-27-0111 

 


